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件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随 意 契 約 の 理 由

（１）TRC新刊全件MARC※
神戸市立図書館は、業務全般のデータベースの構築に際し、多様な検索に対応できる書誌データであるTRC MARCを採
用してきた。そのため、令和5年1月に移行する新システムもTRC MARCに基づいて構築されている。仕様変更をせずに新
システムで使用できる他のMARCは、当館必須のデータ項目を全て満たすものがない。また、それ以外のMARCを使用す
るには仕様変更が必要で、費用や手間を生ずる。
上記業者は、TRC新刊全件MARCを取り扱っている唯一の業者である。

（２）保守及び納入実績等
上記TRC新刊全件MARCについては、提供後のメンテンナンス及び複数館利用においても可能であり、本市図書館システ
ムにおいての安定したデータの提供が可能な唯一の業者である。また、当該業者は他都市の公共図書館への納入実績も
多く、本市図書館においても良好な実績を残している。

（３）TRC TOOLi
TRC TOOLiとは、TRC MARCを検索し、株式会社図書館流通センターが提供する書誌データをダウンロードできる図書館
専用Webシステムである。図書の書誌データはTRC MARCを採用していることから、TRC TOOLiシステムのID・PWの利用
が可能となり、これまで蓄積してきたデータの確認や、書誌修正、及び視聴覚資料などの書誌データ作成にも流用でき、本
市図書館システムにおいては、TRC TOOLiによるデータベースの利用は不可欠である。
上記業者は、TRC TOOLiを取り扱っている唯一の業者である。

以上の理由により、上記業者との随意契約を行うものである。

※MARC…紙に記録していた図書の情報を、コンピュータで読み取れるデータ形式にしたもの
　＝MARC（Machin　Readabｌe Cataloging　機械可読目録）
この新刊MARCを利用することにより図書の発注及び年間に発行される資料の受入・目録作成等の作業の効率化と省力
化が可能。

図書館用新刊全件MARC購入

株式会社　図書館流通センター


